
電帳法ストレージ
導入の手引き



電帳法ストレージの導入手順

1. 電帳法について理解する

電帳法について学習し、必要な準備物を理解します。

2. 事務処理規程を作成する

電帳法ストレージを利用した電帳法対応に必要な事務処理規程の作成方法について理解します。

3. 電帳法ストレージのシステム設定を行う

「電帳法ストレージ システム設定」動画を視聴し、管理者設定を行います。

初めてNI Collabo 360を利用する場合には事前にスタートアップガイド（動画）を視聴します。

スタートアップガイド（動画）：https://www.ni-consul.co.jp/startupguide/

4. 電帳法ストレージのユーザー操作を覚える

「電帳法ストレージ ユーザー操作」動画を視聴し、基本操作を学習します。

https://www.ni-consul.co.jp/startupguide/


電子帳簿保存法スタートアップガイドについて

▌ダウンロード先

NI Collabo 360のシステム設定マニュアルとあわせて掲載しています。

○製品ヘルプメニュー ＞ ユーザーサポート ＞ マニュアル ＞ NI Collabo 360 システム設定マニュアル

⇒「電子帳簿保存法スタートアップガイド」

直リンク：https://www.ni-consul.jp/ni_us/manual/ge/system/ebook_maintenance_act_guide.pdf

弊社製品を利用して電帳法に対応した電子データ保管を行う際には

必ず「電子帳簿保存法スタートアップガイド」を参照してください。

電子帳簿保存法スタートアップガイドには弊社製品での法的要件への対応方法の他、

必要な準備事項、各機能での電帳法への対応方法、注意事項・制限事項が記載されています。

また、スタートアップガイドは適時改版いたしますので、

今後電帳法の法的要件に変更があった場合なども、スタートアップガイドを参照ください。



電子帳簿保存法(電帳法)とは

▌電帳法とは

正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
（平成10年法律第25号）」を一般的に「電子帳簿保存法」（あるいは電帳法）と呼び、各税法で
原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電子データとして保存することを可能にするこ
と及び電子的に授受した取引情報の保存義務を定めた法律を指します。



電帳法改正のポイント

電子データの記録は電子帳簿保存法上、4種類に区分されます。
それら区分と対応する弊社の製品・機能は次のとおりです。

緩和

義務化

※義務化は2年間の宥恕措置あり

電子取引データの保存は
電磁的記録が必要になった



NIコンサルティング製品における対応の範囲

NI製品で対応

会計システム



初めに電子帳簿保存法上の区分について理解する

▌電帳法要件の違いを理解する
弊社製品が対象とする電子データの記録は、電帳法上3種類に区分されます。
それぞれ適用される電帳法の要件が異なりますので、それぞれの書類がどの要件にあたるものなのかを正しく判断する
必要があります。

書類を判断する際は
① 書類の授受（発行したものなのか、受領したものなのか）
② 書類の形態（電子データなのか、紙なのか）
③ 紙で発行した場合はその作成方法（コンピューターで作成したのか、紙で作成したのか）
について考えるとわかりやすく分類することができます。
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各法的要件への対応と準備物について

各法的要件への対応方法については電子帳簿保存法スタートアップガイドを参照ください。

左図②～④は国税庁のHPにてサンプルが公開さ
れています。

②の書類については③の規程と内容が重複するた
め、③の規程にまとめることが可能です。


